
近畿防災連絡会　　参画機関　情報

組織情報

サ イ ト ア ド レ ス

組織概要
管轄・組織体制など

会長
副会長

[事業目的]

　　・旅客自動車運送事業に関する調査、研究、統計及び資料収集に関すること 
　　・旅客自動車運送事業に関する会員指導及び講習会の開催に関すること    
　　・日本バス協会等への意見、要望等に関すること
　　・その他、本会の目的達成のための必要な事項に関すること

[会員事業者]（平成２３年度末現在）
社団法人 大阪バス協会 　８９事業者
社団法人 京都府バス協会 　４３事業者
公益社団法人 兵庫県バス協会 １０９事業者
公益社団法人 奈良県バス協会 　２３事業者
社団法人 滋賀県バス協会 　３２事業者
公益社団法人 和歌山県バス協会 　３２事業者

社団法人大阪バス

業務課

１．関係諸法規、諸通達の周知に関すること
２．統計資料の収集及び調査研究に関すること
３．路線バス、貸切バス委員会に関すること
４．整備・運行管理者の選任及び解任届に関すること
５．整備・運行管理者の研修、講習等に関すること

事務局組織

常務理事 事務局

１．人事、厚生福利、労務に関すること
２．文書の受付、発送、保存に関すること
３．総会、役員会に関すること
４．近畿バス団体協議会に関すること.
５．その他、他課に属しないこと

会計課
１．予算、決算に関すること
２．金銭の出納に関すること
３．会計帳簿並びに帳票類の記入、整理に関すること
４．備消品の購入及び保管に関すること
５．その他、財務に関すること.

総務課

総務委員会

交付金運用委員会

路線バス委員会

貸切バス委員会

次の事業を行っています。

大阪府下におけるバス事業者の経営基盤の強化を図るとともに、利用者サービスの改善を促進
することによって、事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としていま
す。

会長 総会 理事会

運行環境対策委員会

労務委員会

事故防止委員会

人権問題対策推進委員会
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近畿バス団体協議会

組 織 名

　近畿管内のバス団体をもって組織し、バス事業の健全な発展、かつ、会員相互間の連絡、協調を図ることを目的として、

総会 理事会 近畿ブロック会議

（公社）和歌山県バス協会

近畿バス団体協議会（事務局：社団法人大阪バス協会）

06-6341-8006
06-6348-9500

大阪市北区堂島浜２丁目１番２５号

電話
FAX
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(社)京都府バス協会

（公社）奈良県バス協会

(社)滋賀県バス協会

（公社）兵庫県バス協会

1／1


